
人身安全関連事案に対処するための体制の確立等について

本部対処体制

警察署に派遣
されて事件検
挙や保護対策
等の支援を行
う要員

現場支援要員

指導・助言

警察署

現場支援要員の派遣

体制

個別の事態に
応じて、刑事部
捜査第一課特
殊班等の積極
的な投入

警察署からの報告の一元的窓口となって事案を認知した後、行為者の事件検挙、行政
措置、被害者の保護対策等に関する警察署への指導・助言・支援を一元的に行う。

事案認知時に
同時並行で速報

署長
加害者が被害者等に危害を
加えることが物理的に不可
能な状況を作り上げ、被害

生安部門

報告

相談等対応

刑事部門

生安部門と刑事部門を総合した編成

事案対処を統括する
責任者及び事案対
処時に体制に優先
的に指名される要員
をあらかじめ指定

（生活安全部門と刑
事部門との連携）

指揮

各種措置

・ 検挙措置
・ 警告等の実施

加害者への措置

能な状況を作り上げ、被害
者等の安全を確保することを
最優先に処理方針、処理体
制を決定

処理方針
処理体制

即応態勢

（危険性・
切迫性が
極めて高い
場合）

・ 避難措置
・ 身辺警戒等の措置
自衛措置の教示等

被害者への措置

・ 相談者等から加害者の具体的言動等を十分に引き出す
・ 危険性判断チェック票の活用 等

危険性等の判断

・ 行為者において、被害者等の生命・身体に対する
危害言動があること

・ 行為者において、被害者へ物理的に接近しようと
する行為があること。

・ 行為者の居所が定まらず、又は所在不明である
こと。

等

兆候情報

・ 生安・刑事両部門で
相談に対応

・ 意思決定支援手続
・ 危険性判断チェック
票の活用


